
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





五條市空家等対策計画 市長挨拶 

 

 

 

はじめに 

 

近年、人口減少や高齢化の進展などの社会情勢の大きな変化 

に伴い、住宅の老朽化や空き家の増加が深刻な社会問題となっ 

ています。 

本市におきましても、平成２８年度に実施した空き家等実態 

調査によると約１，１７０件の空き家が存在するとされており 

その中でも、老朽化などの適切な管理が行われていない空き家 

は、防災、防犯、安全、衛生、景観など様々な面で周辺の生活 

環境に悪影響を及ぼしており、空き家のさらなる増加とそれに伴う問題の深刻化が懸念さ

れるとともに早急な対応が求められています。 

こうした状況の中、平成２７年５月２６日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」

が施行され、これに基づき、空き家に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、市

内の空き家の実態調査を行うとともに、「五條市空家等対策協議会」におきましても、

様々な意見をいただき、現在直面している空き家に対する問題の解決や今後の取り組みな

どについての方向性を「五條市空家等対策計画」として取りまとめました。 

今後は、この計画に基づき、市民の皆様や事業者の方々などと連携・協力しながら、空

き家の発生の抑制、流通や活用の促進、所有者による適切な管理の推進、管理不全な空き

家に関する措置の実施など、本市の空き家対策を推進してまいりたいと考えております。 

 最後に、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見をいただきました「五條市空家等

対策協議会」の皆様をはじめ、ご協力をいただきました皆様に対しまして、心から感謝申

し上げます。 

 

平成３０年３月 

 

五條市長 
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序章 計画の趣旨 

 

1.計画の背景 

近年の人口減少等に起因する空家等の増加が全国的な社会問題となっています。このような

空家等の中には、適切な管理が行われないことにより、周辺地域の安心・安全性の低下や公衆

衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が発生し、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす

ことが懸念されます。このまま空家等の増加を放置すれば、問題が一層深刻化することも予測

されます。 

こうした状況の中、平成27年 5月 26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、

「空家法」という。）が施行され、これにより空家等に関する対策を適切に講ずるよう努める

ことが市町村の責務として位置づけられました。 

 

2.計画の位置付け 

本計画は、空家法第６条の規定に基づき、国の基本指針に即して、五條市の空家等に関する

対策を総合的かつ計画的に実施するために策定するものです。 

また、本市における上位計画である五條市まち・ひと・しごと創生総合戦略や五條市都市計

画マスタープラン等の関連計画を踏まえて策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．本計画の位置付け 

  

【上位計画】 

・五條市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（平成 27 年度から平成 31 年度） 【関連計画】 

・五條市都市計画マスタープラン 

（平成 23 年度から平成 32 年度） 

五條市空家等対策計画 

【国】 

○空家等対策の推進に関する特別措置法 

○空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

基づく 

即して 

連携 

・次期 五條市総合計画 

・五條市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（平成 27 年度から平成 31 年度） 
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第１章 本市の現状 

 

1-1.統計調査等による現状 

統計調査等により、本市の現状について整理すると以下のとおりです。 

 

①人口・世帯数 

■人口・世帯数の推移 

五條市の人口は、平成 21 年の 36,000 人から平成 29 年には 32,000 人まで減少していま

す。 

年齢 3区分別をみると、0～14歳の年少人口が減少し 65歳以上の老年人口が増加してお

り、少子高齢化が進行しています。 

世帯数をみると、平成 25 年まで 13,800 世帯前後で推移していましたが、それ以降では

減少傾向にあり平成 29 年では 13,600 世帯となっています。 

 

 

 

3,0163,1213,2613,4173,5983,7763,9184,1054,253

17,82818,49019,01019,75920,51321,13221,67821,91121,994

10,86510,73910,62810,42410,1749,9169,87310,01710,016

31,70932,35032,89933,60034,28534,82435,46936,03336,263

13,647 

13,828 
13,863 

13,820 13,835 
13,778 

13,661 13,649 13,620 

 12,000

 12,500

 13,000

 13,500

 14,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成29年平成28年平成27年平成26年平成25年平成24年平成23年平成22年平成21年

0-14歳

（年少人口）

15-64歳

（生産年齢人口）

65歳以上

（老年人口）

世帯数

（人) （世帯) 

図 2．年齢 3区分別人口と世帯数の推移（出典：住民基本台帳） 
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■地区別人口 

地区別人口の増減を、平成 22 年を 1.00 として比較すると、五條地区は市全体と同様の

推移を示していますが、大塔地区は平成 24 年に 0.85 まで減少し、それ以降も減少が続き

平成 29 年には 0.57 になります。西吉野地区は 0.78 まで減少しています。 

平成 29 年の地区別の年齢構成比をみると、人口の減少傾向が高い大塔地区の老年人口

比率が 62.5％と市平均を大きく上回る値となっています。 

 

表 1．地区別人口の推移 

 

 

 

図 3．地区別人口の推移 

 

  

人口(人） 増減率 人口(人） 増減率 人口(人） 増減率 人口(人） 増減率

平成22年 32,171 1.00 3,355 1.00 507 1.00 36,033 1.00

平成23年 31,977 0.99 3,349 1.00 506 1.00 35,469 0.98

平成24年 31,238 0.97 3,157 0.94 429 0.85 34,824 0.97

平成25年 30,839 0.96 3,037 0.91 409 0.81 34,285 0.95

平成26年 30,281 0.94 2,944 0.88 375 0.74 33,600 0.93

平成27年 29,734 0.92 2,829 0.84 336 0.66 32,899 0.91

平成28年 29,325 0.91 2,716 0.81 309 0.61 32,350 0.90

平成29年 28,795 0.90 2,626 0.78 288 0.57 31,709 0.88

五條地区 西吉野地区 大塔地区 五條市
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図 4．地区別人口の年齢 3階層別構成比（平成 29 年） 

 

②人口の将来展望 

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2020 年時点で 3 万人、2040 年時点で 2 万人

を下回り、2060 年時点では約 1.2 万人まで減少することが予測されています。 

五條市人口ビジョンでは、この人口減少に歯止めをかける施策を実施することで、人口減

少は緩和され、2020 年時点では 3 万人を維持し、2040 年時点では約 2.5 万人、2060 年時点

では約 2.2 万人と設定しています。 

  

 

図 5．社人研推計と将来目標推計別の総人口の比較 

（「五條市人口ビジョン 五條市：平成 27 年 10 月」より抜粋） 
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③住宅・統計調査による空き家率の推移 

平成 25年住宅・土地統計調査によると、五條市の空き家率は平成 15年では 7.27％と奈良

県平均と同様に全国平均を大きく下回っていましたが、平成 20 年には全国平均より高く

13.29％となりました。平成 25 年には若干の減少がみられ 10.49％となっています。 

 

表 2．空き家率総数の推移（出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6．平成 25 年住宅・土地統計調査による空き家率の推移（総務省統計局） 
 

※住宅・土地統計調査における「空き家」とは、「賃貸用又は売却用の住宅」、「二次的住宅

（別荘等）」、「その他」に分類されており、本計画における「空家等」とは対象とする内

容に違いがあります。また、調査方法は抽出によるものであり、実際の値とは差異があり

ます。 

※「住宅・土地統計調査」では資料名として「空き家」と表記されており、これに従ってい

ます。その他固有名詞として「空き家」が使用されているもの以外は空家法に従い「空家

等」と表記しています。  

平成15年 平成20年 平成25年

住宅総数 53,890,900 57,586,000 60,628,600

空き家総数 6,593,300 7,567,900 8,195,600

空き家率 12.23% 13.14% 13.52%

住宅総数 562,200 592,600 615,000

空き家総数 28,200 36,700 42,700

空き家率 5.02% 6.19% 6.94%

住宅総数 12,790 14,450 13,820

空き家総数 930 1,920 1,450

空き家率 7.27% 13.29% 10.49%

区分

全国
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五條市
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1-2.五條市空き家等実態調査による現状 

本市全域の空家等の実態を把握するため現地調査を行い、空家等の状況を把握し、「空家等

対策の推進に関する特別措置法」に規定する総合的かつ計画的な空家等対策のための基礎資料

の収集及び分析を行うことを目的とし、平成 28 年度に「五條市空き家等実態調査」（外観調査

及び意向調査）を行いました。 

 

①空き家等実態調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道料金マスタの閉栓情報 

住宅地図情報 

現地で新規取得 

空家等候補 

の抽出 

空家等候補 

2,394 件 

空家等 1,166 件 

外観調査 

意向調査 
所有者が特定できた 

525 件に対して実施 

調査数  525 件 
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②外観調査 

■調査対象区域：五條市内全域 

■調査期間：  平成 28 年 11 月 24 日～平成 29 年 3 月 22 日 

■調査対象：  住宅・土地統計調査での「その他の空き家」に該当する建物 

■外観調査方法：資料及び市保有データ（水道管情報、空家位置情報等）により空家候補を

抽出し、その空家候補を現地目視にて調査を行う 

 

分類 内容 

二次的住宅 別荘 週末は休暇時に避暑・避寒・保護などの目的で使用される住宅

で、普段は人が住んでいない住宅 

その他 普段は住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなった時に寝泊ま

りするなど、たまに寝泊まりする人がいる住宅 

空き家 賃貸用 新築・中古を問わず、賃貸の為に空家になっている住宅 

売却用 新築・中古を問わず、売却の為に空家になっている住宅 

その他 上記以外で、人が住んでいない住宅をいう。居住世帯が長期に

わたって不在の住宅や、建て替えなどのために取り壊すことに

なっている住宅を含む。（空き家の区分の判断が困難な住宅を

含む） 

※上記の分類項目「空き家」の「その他」に該当する建物が、「空家等対策の推進に関する

特別措置法」における対象となる可能性があります。 

 

■外観調査の結果 

【空家等数】 

・調査結果による空家等（不明を含む）は、市全体で 1,166 棟です。 

・地区別では、五條地区が 889 棟、西吉野地区が 240 棟、大塔地区が 37 棟です。 

・空き家率は市全体では 3.9%で、地区別では、五條地区は 3.3%、西吉野地区は 8.6%、

大塔地区は 7.8%です。 

 

表 3．地区別空家等数（平成 28 年度） 

 

 

 

 

 

 

※ゼンリン住宅地図より名字情報が含まれた建物データ（29,886 棟）を分母として算出 

 

  

戸建 長屋 共同住宅等 その他

五條地区 26,609 889 602 278 9 0 3.3%

西吉野地区 2,802 240 240 0 0 0 8.6%

大塔地区 475 37 37 0 0 0 7.8%

五條市 29,886 1,166 879 278 9 0 3.9%

総住宅数
(戸)

空家等
（判断不明含

む）

空き家率
(%)
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【老朽度・危険度ランク別棟数】 

 空家等の老朽度に当たっては、次のようなランク付けを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このうち、ランクＡおよびランクＢについては居住が可能なレベル、ランクＣおよび

Ｄについては、老朽度が進行し、居住が困難なレベルとなっています。 

老朽度の結果をみると、市全体では、居住が可能なランクＡとＢを合わせて 668 棟あ

り 57.3％を占め、特に西吉野地区ではその値は 60％以上です。また老朽化が進展し、

居住が困難なランクＣ，ランクＤは 498 棟あり、市全体の 42.7％を占めます。 

 

表 4．老朽度・危険度ランク別棟数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7．老朽度・危険度ランク別比率 

  

10.8%

17.1%

11.8%

45.3%

44.5%

56.8%

45.5%

40.5%

34.2%

40.5%

39.2%

3.4%

4.2%

2.7%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

五條地区

西吉野地区

大塔地区

五條市

ランクＡ ランクＢ ランクＣ ランクＤ

ランクＡ：小規模の修繕により再利用が可能（または修繕がほとん
ど必要ない） 

 
ランクＢ：管理が行き届いておらず損傷も見られるが、当面の危険

性はない（多少の改修工事により再利用が可能） 
 
ランクＣ：今すぐに倒壊や建築材の飛散等の危険性はないが、管理

が行き届いておらず、損傷が激しい（老朽化が著しい） 
 
ランクＤ：倒壊や建築材の飛散など危険が切迫しており、緊急度が

極めて高い（解体が必要と思われる） 

ランクＡ ランクＢ ランクＣ ランクＤ

五條地区 889            96      403     360     30      

西吉野地区 240            41      107     82      10      

大塔地区 37             -     21      15      1       

五條市 1,166         137     531     457     41      

老朽度・危険度空家等
（判断不明含む）

668棟（57.3％） 498棟（42.7％）
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③意向調査（アンケート調査） 

■調査期間：平成 29 年 3 月 10 日～平成 29 年 3 月 19 日 

■主なアンケート調査の内容： 

・所有者について 

・所有されている建物について 

・所有されている空家等の維持・管理について 

・所有されている空家等の今後の活用方法について 

・「五條市空き家情報バンク」について 

■調査対象：外観調査において、空家等（判断不明含む）と判定された 1,166 棟のうち、所

有者を特定できた 525 件 

■調査方法：上記の空家等所有者に対し、アンケート郵送による意向調査 

■意向調査の結果：アンケート回収数である 202 件で集計・分析を実施しました。 

 

表 5．意向調査（アンケート調査）の調査数量 

項目 数量 備考 

空家等の棟数 1,166 棟 (a)外観調査結果時点 

発送件数 525 件 (b)同一所有者は 1件で発送 

アンケート回収数 202 件 (c)平成 29 年 3 月 21 日現在 

回収率 38.5% (d)=(c)/(b) 

 

【意向調査結果の回答（主な結果を抜粋）】 

・所有者の年代（単一選択回答） 

所有者の年代は、70歳代の方が 23.8%と最も多く、次いで 80歳代の方が 19.3%を占めます。 

 

 

 

 

 

 

 

・空家等が建てられた時期（単一選択回答） 

空家等の建築時期については、昭和が最も多く、105 件（52.0％）となりました。このうち、

新耐震基準以前（昭和 55 年以前）に該当する空家等は全体の 47.5%でした。 

 

 

 

 

 

  

1 20歳代 0 0.0%

2 30歳代 2 1.0%

3 40歳代 5 2.5%

4 50歳代 39 19.3%

5 60歳代 36 17.8%

6 70歳代 48 23.8%

7 80歳代以上 39 19.3%

8 未回答 33 16.3%

202 100 .0%回答者数

1 明治 4 2.0%

2 大正 7 3.5%

3 昭和 105 52.0%

4 平成 9 4.5%

5 未回答 77 38.1%

202 100 .0%回答者数

0.0% 1.0% 2.5%

19.3%

17.8%

23.8%

19.3%

16.3%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

未回答

2.0%
3.5%

52.0%

4.5%

38.1%

明治

大正

昭和

平成

未回答
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・空家等になった時期（単一選択回答） 

空家等になって、「1 年～20 年」であるという方が、60.0%を超える結果となり、空家等にな

っている期間が比較的短くなっています。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

・空家等となったきっかけ（単一選択回答） 

空家等となったきっかけは、「居住者が死亡したため」が 24.3％、次いで「ほかの場所に住

宅を新築、または購入し転居したため」17.3％、となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 1年未満 2 1.0%

2 1年～20年 124 61.4%

3 21年～40年 27 13.4%

4 41年以上 4 2.0%

5 不明 4 2.0%

6 未回答 41 20.3%

202 100 .0%回答者数

1 居住者が死亡したため 49 24.3%

2
居住者が病院や福祉施設へ入院・入所した

ため
21 10.4%

3 転勤などで長期不在のため 5 2.5%

4
ほかの場所に住宅を新築または購入し

転居したため
35 17.3%

5
相続などで取得したが、居住者がいない

ため
16 7.9%

6 その他 28 13.9%

7 未回答 48 23.8%

202 100 .0%回答者数

1.0%

61.4%
13.4%

2.0%

2.0% 20.3%

1年未満 1年～20年 20年～40年

40年以上 不明 未回答

24.3%

10.4%

2.5%17.3%
7.9%

13.9%

23.8%

居住者が死亡したため

居住者が病院や福祉施設へ入院・入所したため

転勤などで長期不在のため

ほかの場所に住宅を新築または購入し転居したため

相続などで取得したが、居住者がいない ため

その他

未回答
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・空家等を所有することで困っていること（複数選択回答） 

「火事や空巣など防犯面が心配」が37.6%と最も多くなっています。「管理費や修繕費用がか

かる」、「取り壊す費用が捻出できない」といった回答も多く、費用面に対する懸念も多く見受

けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・維持・管理頻度（単一選択回答） 

維持・管理頻度については「ほとんどしていない」、「全くしていない」が 16.3%と少なく、

定期的な管理が行われていることが伺えます。管理についてはそのうち 56.9%が「所有者もし

くは家族」によって行われており、所有者の空家等の管理の必要性への関心が高いことが伺え

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

37.6%

23.8%

12.9%

3.0%

3.0%

13.4%

16.3%

19.3%

2.0%

7.9%

12.4%

16.3%

12.4%

5.0%

14.4%

22.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

1 週に1～数回程度 23 11.4%

2 月に1～数回程度 39 19.3%

3 年に1～数回程度 53 26.2%

4 ほとんどしていない 21 10.4%

5 全くしていない 12 5.9%

6 未回答 54 26.7%

202 100 .0%回答者数

11.4%

19.3%

26.2%10.4%

5.9%

26.7%

週に1～数回程度 月に1～数回程度

年に1～数回程度 ほとんどしていない

全くしていない 未回答

1 火事や空巣など防犯面が心配 76 37.6%

2 管理費や修繕費用がかかる 48 23.8%

3 荷物の処分 26 12.9%

4 郵便物などの管理 6 3.0%

5 近所からの苦情 6 3.0%

6
取り壊すと固定資産税が上がるのでは
と心配 27 13.4%

7
売却・賃貸したいが相談先が分からな
い 33 16.3%

8 取り壊す費用が捻出できない 39 19.3%

9 ゴミの不法投棄 4 2.0%

10
害虫の発生やネズミ等の害獣による被
害 16 7.9%

11 地震による建物の損壊及び倒壊 25 12.4%

12
雑草の繁茂や樹木の越境による近隣へ
の被害 33 16.3%

13
屋根や外壁材の飛散や倒壊による近隣
への被害 25 12.4%

14 その他 10 5.0%

15 困っていることはない 29 14.4%

16 未回答 45 22.3%

448 -回答総数
※未回答者以外の回答数（複数回答可のため）
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・空家等の維持・管理で困っている事（複数選択回答） 

「建物の老朽化」が 50.0％と最も多く、次いで、「定期的な建物の維持管理の手間」19.8％、

「自宅から空家等までの距離が遠い」18.8％との回答が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後の活用方法（単一選択回答） 

「売却したい」が25.7%と最も多くなっています。また、「現在と同じ利用方法を継続」と回

答した理由の多くは、「家財道具等の保管場所（物置・倉庫）として利用している」となって

います。 

   

    

 

 

 

 

 

 

  

50.0%

19.8%

18.8%

6.4%

5.0%

2.0%

17.3%

12.4%

4.5%

21.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1
将来自分や家族または親族が居住する

つもり
10 5.0%

2
建物は取り壊し、建替えて自分や家族ま

たは親戚が居住するつもり
9 4.5%

3 賃貸として利用したい 19 9.4%

4 売却したい 52 25.7%

5 建物は取り壊し、跡地を売却したい 4 2.0%

6
建物は取り壊し、跡地を駐車場や菜園とし

て人に貸したい
5 2.5%

7
別宅や別荘として週末や特定の季節など

だけ利用したい
1 0.5%

8
現在と同じ（問2-1と同様）利用方法を継

続
30 14.9%

9
将来は子供等の親族に利用してもらいた

い（相続等を含む）
10 5.0%

10
地域やＮＰＯなどに有効活用してもらいた

い
3 1.5%

11 その他 16 7.9%

12 未回答 43 21.3%

202 100.0%回答者数

5.0%

4.5%

9.4%

25.7%

2.0%

2.5%

0.5%

14.9%

5.0%

1.5%

7.9%

21.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

1 建物の老朽化 101 50.0%

2 定期的な建物の維持管理の手間 40 19.8%

3 自宅から空家等までの距離が遠い 38 18.8%

4 どこに管理を頼んでよいか分からない 13 6.4%

5 管理を委託するための費用が高い 10 5.0%

6 空家等が広く作業が大変 4 2.0%

7
管理するには体力的・年齢的に厳しい
ものがある 35 17.3%

8 特にない 25 12.4%

9 その他 9 4.5%

10 未回答 43 21.3%

318 -回答総数
※未回答者以外の回答数（複数回答可のため）
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・空家等を賃貸として利用する場合の条件（複数選択回答） 

「賃貸として利用するにあたり修理修繕などが掛からないならば」の回答が 18.8％、「賃料

が折り合えば」の回答が18.3％と多く、資金面に対する問題が解決できれば賃貸したい傾向に

あると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・五條市空き家情報バンクの知名度（単一選択回答） 

 「知らなかったが、登録を検討してみたい」の回答が34.7%と最も多く、「知っている。また

は登録を検討している」6.9%を合計すると、五條市空き家情報バンク登録に前向きな回答は

41.6％となっています。一方、「知っているが、登録は考えていない」8.4％、「知らなかった

し、登録は考えていない」24.8％を合計した「空き家情報バンク登録を考えていない」の回答

は 33.2%となっています。 

    

 

 

 

  

18.3%

12.9%

18.8%

3.0%

9.9%

7.9%

2.5%

4.5%

11.4%

48.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

※五條市空き家情報バンクとは 

 五條市への定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、市

内に居住することを希望している方に空家等についての情報提供を行

い、仲介に関する協定を締結した協力事業者を介して契約を交わしてい

ただく制度です。 

1 知っている。または登録を検討している 14 6.9%

2 知らなかったが、登録を検討してみたい 70 34.7%

3 知っているが、登録は考えていない 17 8.4%

4 知らなかったし、登録は考えていない 50 24.8%

5 未回答 51 25.2%

202 100 .0%回答者数

6.9%

34.7%

8.4%

24.8%

25.2%

知っている。または登録を検討している

知らなかったが、登録を検討してみたい

知っているが、登録は考えていない

知らなかったし、登録は考えていない

未回答

1 賃料が折り合えば 37 18.3%

2
賃貸に関する面倒な手続きや交渉を任
せることができるならば 26 12.9%

3
賃貸として利用するにあたり修理修繕
などが掛からないならば 38 18.8%

4
相続する際、建物をすぐに返却してもら
えるのならば 6 3.0%

5
地域のために有効活用してもらえるの
ならば 20 9.9%

6 荷物を処分できたら 16 7.9%

7
利用者（購入者）が地域行事や自治会
に参加してくれるならば 5 2.5%

8 相続による所有権の問題が解決すれば 9 4.5%

9 その他 23 11.4%

10 未回答 98 48.5%

278 -回答総数
※未回答者以外の回答数（複数回答可のため）
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④意向調査結果を踏まえた空家等に対する課題 

■新たな空家等の発生 

 ・平成 25 年の住宅・土地統計調査によれば、本市の空き家率（10.49％）は奈良県の値を上回

り、平成 15 年の 7.27％を大きく上回っています。 

 ・五條地区に比べ、西吉野地区、大塔地区での空き家率が高くなっています。 

 ・意向調査結果によると、所有者の年齢は 50 歳代以上が大半であり、今後、所有者等の急速

な高齢化の進行を踏まえると、さらなる空家等の増加が予想されます。 

 ・空家等の建築年は、新耐震基準以前の建物が47.5％を占め、今後さらなる老朽建物の増加が

予想されます。 

  

■流通・活用 

 ・居住が可能なランクＡ、ランクＢでも今後空家等の期間が長期化すれば建築物の老朽化の進

行が予想されるため、活用を早期に図る必要があります。 

・空家等について地域やＮＰＯによる活用を希望する意見は少ないですが、地域サービスの拠

点や交流の場として活用できれば、良好なコミュニティの形成も期待できることから、まち

づくりの視点から活用・流通を促進することにより、定住促進、地域活性化につなげていく

ことも重要な視点となります。 

・「五條市空き家情報バンクを考えていない」との回答は33.2%に及んでおり、さらなる啓発の

向上に努める必要があります。 

 

■所有者等による適切な管理 

・維持管理の課題として建物の老朽化を挙げる意見も多く、所有者等の高齢化に伴い、維持管

理の負担が増大することが懸念されます。 

・空家等の維持・管理頻度については「ほとんど行っていない（10.4％）」、「まったく行って

いない（5.9％）」との回答もあり、老朽化の進行を防ぐため、市民の生活環境に深刻な影響

を及ぼす管理不全の空家等とならないよう所有者等による適切な管理の促進が必要です。 

 

■管理不全な空家等に対する措置 

・空き家等実態調査によると、ランクＤ（解体が必要と思われる）が 41 件となっており、危

険性の除去に対する取り組みが必要です。 

・適切な管理が行われていない空家等については、倒壊や火災、景観・衛生環境の悪化等、市

民の生活に深刻な影響を及ぼす恐れがあるため、今後これら空家等の詳細調査を実施し、所

有者等と相談し、法に基づく実効性のある改善指導等を行い、市民の安全・安心を確保する

ことが必要です。 
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第２章 空家等対策に関する基本的な方針等 

 

2-1.計画対象地区 

本計画で対象とする地域については、空き家等実態調査の結果より市域全域に空家等が存在

していることから、対象地域は「市域全域」とします。 

 

 

2-2.対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等は、空家法第 2 条第 1 項に規定する「空家等」とします。また、

空家等の発生予防取り組みの対象については、居住している建築物も対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1．空家等のイメージ 

  

■用語の定義■ 

・空家等（空家法第 2条 1項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を

いう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

・特定空家等（空家法第 2条第 2項） 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著し

く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

空家等（空家法第 2条 1項） 

特定空家等（空家法第 2条第 2項） 

注） 

但し、本市が所有する活用できない空き家・空き建築物等については除却を推進する

ものとします。 
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2-3.空家等に関する対策に関する基本的な方針 

（1）空家等の発生抑制対策の推進 

 ・今後も新たな空家等の発生が予想されるため、空家等の発生抑制対策に取り組みます。 

 ・市民に対する情報提供や啓発を行うとともに、安全・安心な住まいの確保を行う等の取り組

みを行います。 

 

（2）空家等に対する流通・活用の促進 

 ・空家等が長期化すれば建築物の老朽化の進行が懸念されますが、早期に流通できれば資産と

しての活用も期待できることから、早期からの流通・活用の促進について取り組みます。 

 

（3）所有者等による適切な管理の促進 

・空家等の管理については、所有者等が自らの責任において行うべきものですが、維持管理の

負担増大も懸念されます。今後は空家等の適切な管理に関する情報の提供や啓発に努めると

ともに、空家等の管理に対する支援策についても取り組みます。 

 

（4）管理不全な空家等に対する措置の実施 

 ・管理不全な空家等については所有者等に対し適切な管理を行うよう啓発に努めます。 

 ・周辺に悪影響を及ぼすことが懸念される空家等については、五條市特定空家等判定基準等に

基づき特定空家等か否かを判断します。特定空家等と判定された空家等の所有者等に対し、

助言又は指導、勧告、命令等の措置を講じます。 

 ・活用できない空家・空き建築物等（地方公共団体等が所有し、または管理するものを含む）

については除却を促進します。 

 

 

2-4.計画期間 

本計画期間は、平成 30 年度（2018 年度）から令和 5 年度（2023 年度）までの６年間としま

す（ただし、第２期五條市空家等対策計画が策定されるまで）。計画期間ごとに本市の空家等

の状況に基づき、改定を行います。 

ただし、計画期間中であっても、社会情勢の変化や施策の効果等を踏まえ、見直しを行うこ

ともあります。 
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2-5.空家等の調査に関する事項 

空家等の所在やその状態を把握し、所有者等の意向等を確認するために、以下の調査を行いま

す。 

 

（1）空家等の実態調査 

「平成28年度五條市空き家等実態調査」による調査結果を踏まえ、今後も空家等の所在やそ

の状態の把握に努めます。 

 

（2）空家等の所有者等の調査 

必要に応じて不動産登記簿情報、住民票情報、戸籍情報、固定資産税情報等により、所有者

等の特定を行い、所有者等の意向確認や、適切な管理を促すための処置を行います。 

 

（3）立ち入り調査（詳細調査） 

 空家法では、必要な限度において、空家等への立ち入り調査（詳細調査）ができるものとさ

れています。 

 本市では、特定空家等に対する措置の実施においては、必要に応じて、空家等への立ち入り

調査を行います。 
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第３章 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

 

空家法第３条では、「空家等の所有者又は管理者（以下「所有者」という。）は、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされています。こ

のため、居住中より維持管理を適切に行うなど、「空家等にしない」意識を醸成することが大切

となります。 

 

3-1.情報の発信・啓発 

広報やホームページ等を活用し、空家等の適切な管理の必要性や、管理不全な空家等の周辺

への影響等について情報発信を行います。また、空家等に関係する各種団体と連携し、効果的

な普及啓発に努めます。 

管理不全の空家等の所有者等に対しては、空家等の老朽化や周辺への影響等の悪化を防ぐた

め、空家等の状況についての情報提供や是正に向けての啓発に努めます。 

 

3-2.空家等の管理についての相談体制の構築 

空家等の管理について、所有者等が相談しやすい環境づくりに努めます。 

 

3-3.相続登記の促進 

相続や登記が適切に行われないと所有者等が不明となり、空家等の管理を行うことが困難と

なるため、相続登記の周知・啓発を図るなど、空家等管理の徹底を促進します。 
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第４章 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

 

空家等の活用について、相談体制の充実や的確な助言を行うなど、利活用を促すための取り組

みを進めます。 

また、活用が困難な空家等については、速やかな除却を進めるとともに、その空地についても

そのまま放置されることなく、次の有効な土地の活用につながるような取り組みについて検討し

ます。 

 

4-1.空家等の利活用 

不動産や建築等の民間事業者や地域ＮＰＯとの連携を図り、空家等の流通の促進を図る取り

組みを行います。 

 

・建物状況調査（インスペクション）による情報提供 

国では、中古住宅の流通促進のため住宅インスペクションの普及を進めており、診断方

法や診断項目など一定の基準に基づき建築士など第三者による建物状況調査結果を公表し、

安心できる建物の情報発信を行います。 

 

・住宅ファイル制度による情報提供 

近畿不動産活性化協議会による制度で、不動産鑑定士等が建物診断等をもとに既存住宅

情報をまとめ、売主と買主に開示し相互の円滑な取引をサポートするものです。 

 

・流通が困難な空家等の利活用の促進 

築年数が古く、流通が困難な空家等や、法規制などにより、建て替えや利活用が困難な

空家等については、地域の活性化施設など多様な利活用について検討します。また危険を

除去し、土地活用を図った方がよいと判断される空家等については、撤去業者の紹介や撤

去支援制度の活用などによる空家等の除却や跡地利用の促進を行います。 
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【参考事例】 

■地域おこし協力隊 

総務省が行っている事業であり、都市地域から過疎地域等に生活の拠点を移した者を地方公共

団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱し、その隊員に地域物産等のＰＲや地域おこし支援や

住民の生活支援などを行いながら、その地域への定住・定着を図る取組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本市における主な活用事例 

本市が事業主体となり、伝統的な町家の魅力を活かし、若い世代が希望をもてるようなま

ちづくりを目指し、空家等となっていた町家の離れと蔵を改修し滞在体験型観光施設として

活用しています。 

 

 

登録有形文化財である「藤岡家住宅」は、長年、空家等となっていましたが、現当主が修

復し、ＮＰＯ法人が資料展示室、多目的スペースやランチサロンとして管理しています。 

 

   
 

  

 

図 3-1. 地域おこし協力隊導入の効果 
（地域おこし協力隊の概要より抜粋） 
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4-2.五條市空き家情報バンクの充実 

本市への定住を促進し、地域の活性化を図る事を目的として、本市内に居住することを希望

している方に空家等についての情報提供を行い、仲介に関する協定を締結した協力事業者を介

して契約を交わしていただく制度です。 

本市では、空家等の所有者等に「五條市空き家情報バンク」への登録を広く呼びかけるとと

もに、宅地建物取引業者との連携を強化し、成約の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-2．五條市空き家情報バンクのしくみ 
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4-3.相談体制の充実 

空家等の活用についての相談窓口を整備し、関係部署と連携を行うことで相談体制の充実を

図ります。また現在、本市では次のような補助制度を行っています。 

 

表 3-1．本市の担当業務および補助制度 

担当部署 関連する業務 補助制度 

生活環境課 

・空家等の総合相談に関すること。 
・空家等対策計画に関すること。 
・特定空家等に対する措置に関すること。 
・空き地の管理ほか生活環境の保全に関する
こと。 

・不良住宅等解体補助金 

まちづくり
推進課 

・空家等の利活用に関すること。 
・空き家情報バンクに関すること。 
・都市計画、土地利用、景観、まちづくり支

援に関すること。 

・五條市空き家利用推進支援
事業補助金 

税務課 
・固定資産税、都市計画税に関すること。 
・特定空家等に対する住宅用地特例の取り扱

いに関すること。 

 

企画政策課 
・住宅取得支援（空家等を含む）に関するこ

と。 

・五條市 UIJ ターン住宅取得
補助金 

・五條市新婚世帯住宅取得補
助金 

危機管理課 
・防犯、防災上適切な管理が行われていない

空家等に対する関係部局との連携調整に関
すること。 

 

建設課 
・道路法第 43 条の違反に関すること。 
・昭和 56 年までの木造住宅の耐震診断および

耐震工事補助金に関すること。 

 

文化財課 
・文化財の保護に関すること。 
・重要伝統的建造物群保存地区内の建築物の
修繕等の支援に関すること。 

・五條市伝統的建造物群保存
地区保存事業費補助金 

地域政策課 
・市民相談（法律その他各種相談）の受付に

関すること。 
・自治会ほか市民との協働に関すること。 

 

農業委員会
事務局 

・農地に関すること。 

 

西吉野支所 
・市民からの相談受付。 

 

大塔支所 
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第５章 特定空家等に関する措置その他特定空家等への対処に関する事項 

 

空家法第 2 条第 2 項では、次の 4 項目のいずれかに該当する空家等を「特定空家等」と定義さ

れており、国が策定した「特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な

指針」（以下、「ガイドライン」という。）の別紙において、特定空家等の判断に際しての参考と

なる基準が示されています。 

 

 

 

  

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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空家等の管理が適正に行われず周辺に悪影響を及ぼしている場合は、空家等の所有者等が自ら

対応することが前提となります。本市の判断基準において特定空家等と判断された場合には空家

法等に基づき、その所有者等に対し助言又は指導、勧告、命令などの措置を講じるものとします。 

所有者等に対しては、各段階において空家等の状況について情報提供や助言を行い、所有者等

による是正解決を図ることを基本とします。 

  

市長は所有者等に対し改善を、 

【命令】（空家法第 14 条第 3項） 

・命令の内容 

・氏名の公表 

・弁明の機会があること 

相談・情報提供 

特定空家等に該当 

市長は所有者等に対し、 

【助言又は指導】（空家法第 14 条第 1 項） 

市長は所有者等に対し、 

【勧告】（空家法第 14 条第 2項） 

所有者等に対し、期間を定めて必要な措置を通告 

空
家
法
第
7
条
第
1
項 

弁明の機会 

公表（空家法第 14 条第 11 項） 

【代執行】（空家法第 14 条第 9項） 

所
有
者
等
に
よ
る
対
応 

情報提供 

意見聴取 

特定空家等に非該当 

実態調査、立入調査（空家法第 9条第 2 項） 

所有者等不明

の場合 

図 4-1．特定空家等に関する措置の流れ 

略式代執行（空家法第 14 条第 10 項） 

意見聴取 

意見聴取 

意見聴取 

意見聴取 

意見聴取 

空
家
等
対
策
協
議
会 

市民等 

所有者等への 

情報提供・助言等 

（空家法第 12 条） 

所
有
者
等
の
対
応 

所有者等 

への通知 

五條市 

五條市による特定空家等の判定 

所有者等への 

情報提供・助言等 

（空家法第 12 条） 

経
過
観
察 

期限を 

定めて通知 
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【特定空家等に対する措置】 

 

①助言又は指導（空家法第 14 条第 1項） 

本市は、空家等が特定空家等に該当する場合は、所有者等に対し、「除却」、「修繕」、「立

木竹の伐採」又は「その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置」をとるよう助

言・指導を行います。 

   

②勧告（空家法第 14 条第 2項） 

本市は、助言・指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認

めるときは、当該助言・指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて「除却」、「修繕」、

「立木竹の伐採」又は「その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置」をとること

を勧告します。 

また、勧告を行った場合は、平成27年度税制改正の大綱（平成27年 1月 14日閣議決定）

に基づき、当該特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税

の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講じます。 

 

③命令（空家法 14 条第 3項） 

本市は、勧告を受けた者が正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかった場合において、

特に必要があると認めるときは、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとること

を命令します。 

 

④代執行（空家法 14 条第 9項） 

本市は、必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者が必要な措置を履行

しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても期限までに完了する見込みがない

ときは、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行います。 

 

⑤略式代執行（空家法 14 条第 10 項） 

本市は、命令しようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確

知することができないとき（過失がなくて助言・指導又は勧告が行われるべき者を確知する

ことができないため、命令を行うことができないときを含む。）は、最小限の危険回避措置

や、除却等の略式代執行を行います。 
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第６章 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

 

空家等に係る相談については、苦情や利活用や管理等など多様なものが予想されます。このた

め、相談先を明確化するために相談窓口を一本化し対応することとし、専門的な相談については

不動産や建築等の民間事業者や地域ＮＰＯなどの関係団体等と連携して対応していくものとしま

す。 

 

6-1.相談窓口 

 

 

 

 

 

6-2.民間相談窓口との連携 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談窓口：産業環境部生活環境課 

連 絡 先：0747-22-4001（代表） 

相談窓口：都市整備部まちづくり推進課 

連 絡 先：0747-22-4001（代表） 

五條市 

ＮＰＯ法人等 
（空家等管理） 

工務店等 

（改修） 

不動産業者等 
（流通） 

建築士等 
（建築） 

不動産鑑定士等 
（不動産） 

弁護士等 
（法律） 

連携 連携 

連携 

空家等の 

所有者等 

事業者 専門家 

情報提供・助言 

支援 

図 5-1．関係団体との連携 
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第７章 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 

多岐にわたる空家等の問題に対応するため、関係団体、地元関係者より構成される五條市空家

等対策協議会（以下、「協議会」という。）において協議を行うとともに、庁内関係部局との連携

を強化します。 

 

7-1.五條市空家等対策協議会 

空家法に基づき、市町村は空家等対策計画の作成及び変更、並びに実施に関する協議を行う

ための「協議会」を組織することができるとされています。 

本市では、協議会を設けることで、地域のニーズを的確に汲み取ることや、専門性、公平性

を高めるとともに、地域を挙げて空家等対策に取り組むこととします。なお、協議会では以下

の事項について協議を行うものとします。 

 

 

 

7-2.庁内関係部局の連携 

空家等の様々な問題を対処していくためには、本市の関係部署が相互に連携し、情報を共有

していくことが重要であることから、利活用、防災、税務、定住促進に係る関係部署等との連

携の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

  

① 空家等が特定空家等に該当するか否かの審議 

② 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針 

③ 特定空家等に対する措置の方針 

④ 計画期間終了時の検証と必要に応じた計画の見直し等 
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第８章 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 

8-1.国などへの働きかけ 

本計画を推進するための支援制度の拡充を図るために、国や奈良県に働きかけを行います。

また、支障となる法令や制度等について、奈良県や近隣の自治体と連携・協力を行い、必要に

応じて国に対して改正について要望を行います。 

 

 

8-2.ＰＤＣＡサイクルによる効果検証 

空家等の課題は今後ますます深刻になっていくと予想され、空家等対策を継続的に実施して

いくためには短期及び中長期的な視点により、施策の効果の確認や対策等の見直し等が重要で

す。 

本計画の実行について、ＰＤＣＡサイクルにより評価・検証等を行い、社会情勢の変化や施

策の効果の進捗等に合わせた適切な計画の管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1．PDCA サイクルの流れ 

ＰＤＣＡ 

サイクル 
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   ・参考資料１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

   ・参考資料２ 空家等の推進に関する特別措置法の概要 

   ・参考資料３ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための 

基本的な指針【概要】 

    ・参考資料４ 「特定空家等に関する措置」に関する適切な実施を図るために 

必要な指針（ガイドライン） 

・参考資料５ 五條市空家等対策協議会（法定協議会）等 

・参考資料６ 五條市空家等対策協議会条例 

・参考資料７ 五條市空家等対策計画意見募集結果 
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■参考資料１ 

 

法律第百二十七号（平二六・一一・二七）  

◎空家等対策の推進に関する特別措置法  

（目的）  

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護すると

ともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する

施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同

じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項

を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の

増進と地域の振興に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する

物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。  

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。  

（空家等の所有者等の責務）  

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。  

（市町村の責務）  

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関

する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。  

（基本指針）  

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項  

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項  

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項  

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。  

（空家等対策計画）  

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本
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指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定

めることができる。  

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する

対策に関する基本的な方針  

二 計画期間  

三 空家等の調査に関する事項  

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項  

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関

する事項  

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規

定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執

行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項  

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項  

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項  

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。  

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の

提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。  

（協議会）  

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会

（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。  

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会

の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認

める者をもって構成する。  

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  

（都道府県による援助）  

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法

律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、

市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。  

（立入調査等）  

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握

するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。  

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員

又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。  

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立

ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなけ

ればならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでな
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い。  

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。  

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。  

（空家等の所有者等に関する情報の利用等）  

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であ

って氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な

限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用する

ことができる。  

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち

特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都

が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当

該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、

速やかに当該情報の提供を行うものとする。  

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係す

る地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を

求めることができる。  

（空家等に関するデータベースの整備等）  

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸

するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理

されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータベース

の整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。  

（所有者等による空家等の適切な管理の促進）  

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、

情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。  

（空家等及び空家等の跡地の活用等）  

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他こ

れらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。  

（特定空家等に対する措置）  

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立

木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等

著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にな

い特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指

導をすることができる。  

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状

態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付
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けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる

ことを勧告することができる。  

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限

を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。  

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよ

うとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限

を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己

に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。  

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。  

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければなら

ない。  

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命

じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する

者に通知するとともに、これを公告しなければならない。  

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を

提出することができる。  

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに

完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところ

に従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。  

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命

ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は

第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令

を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自

ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、

相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、

市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しな

ければならない。  

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省

令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。  

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場

合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。  

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十

二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。  

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るため

に必要な指針を定めることができる。  
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15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・

総務省令で定める。  

（財政上の措置及び税制上の措置等）  

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切

かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交

付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空

家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講

ずるものとする。  

（過料）  

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に

処する。  

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料

に処する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から

起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討）  

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。  
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■参考資料２ 
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■参考資料３ 
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■参考資料４ 
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■参考資料５  

五條市空家等対策協議会（法定協議会）等 

 

（１）五條市空家等対策協議会開催状況等 

開催日等 主な議題等 

第１回 

平成 29 年 12 月 26 日 

・空家等対策の趣旨と概要 

・空家等対策の現状と課題について 

・五條市空家等対策計画（中間素案） 

・策定スケジュール 

第２回 

平成 30 年 1 月 31 日 

・五條市空家等対策計画（中間素案） 

・【参考資料】意向調査結果補足資料 

・特定空家等判断基準運用指針（案） 

平成 30 年 2 月 6 日 

～2 月 16 日 
・五條市空家等対策計画意見募集 

第３回 

平成 30 年 2 月 28 日 

・五條市空家等対策計画（中間素案） 

・五條市空家等対策計画意見募集結果 

・五條市空家等対策計画・概要版（案）   

・五條市特定空家等判定基準（案） 

 

（２）五條市空家等対策協議会委員名簿 

（順不同） 

（平成３０年３月現在） 

  

分 野 職     種 氏   名 所   属 

法 務 弁 護 士   赤宗 桂一 奈良弁護士会 

建 築 一 級 建 築 士 
支部長 

  岡本 光弘 

一般社団法人 

奈良県建築士会五條支部 

地 域 自 治 連 合 会 
副会長 

堀内 伸晃 
五條市自治連合会 

福 祉 
社 会 福 祉 協 

議 会 

会長  

北山 茂文 
五條市社会福祉協議会 

有識者 代 表 
代表 

有江 正太 

特定非営利活動法人 

空家コンシェルジュ 

議 会 
厚生建設常任委員会

常 任 委 員 長 
吉田 正 五條市議会 

行 政 市 長 太田 好紀 五條市長 
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■参考資料６ 

五條市空家等対策協議会条例 

 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」とい

う。）第７条第１項の規定に基づき、五條市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

（所掌事務）  

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、協議するものとする。 

(1) 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員７人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

 (1) 地域住民、市議会議員 

 (2) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者 

５ 協議会に副会長を置き、委員の中から会長が指名する。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 協議会は、必要があると認める場合は、関係者に出席を求め、その意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、産業環境部において処理する。 

（守秘義務） 

第８条 協議会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた
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後も、同様とする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮っ

て定める。 

   附 則 

この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。 
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■参考資料７ 

 

 

 

五條市空家等対策計画意見募集結果 

 

●意見募集・閲覧期間 

平成 30 年 2 月 6日（火）～平成 30 年 2 月 16 日（金） 

 

●閲覧場所 

（１）五條市役所本庁 生活環境課（午前 8時 30 分～午後 5時）※平日のみ 

（２）市のホームページ 

 

●募集結果 

・意見提出者：8名 

・意見数  ：12 件 

 

No. ご意見 

1 
空き家を相続したが、遠方に住んでおり、定期的な管理が難しい。解体するにも費用が掛か

るので、行政に空き家を引き取ってもらいたい。 

2 行政代執行や略式代執行で個人の空き家を解体するのに市の税金を使うのか？ 

3 空家等の立入調査は周辺住民からの苦情・相談があってからでないと行わないのか 

4 この様な計画を作って、どのように運用するのか？ 

5 家の直ぐ横に倒れかけの空き家がある、市はどうしてくれるのか？ 

6 実家が五條市にある。定期的に管理しに帰っているが、解体する場合、補助金を欲しい。 

7 
自治会の役員をやっているが、こういう計画を作るとき自治会とは連携しないのか？中身を

見たが何も自治会には触れていない。 

8 市が個人の財産にまで手を出すのか？あまり聞いたことが無いが。 

9 
隣に住んでいる人で家に蔵がある。大変古く壁とかがはがれてきている。道に落ちたりして

いるが、どないか対処の方法は無いか？ 

10 

うちの自治会で山の中に１軒ポツンとあるが、犬を 10 匹位飼っていて中も外も無い。ノミ

がわいており住んでいる人に言っても何もしてくれない。家もボロボロ。何とかならない

か？ 

11 
著しく老朽した空き家について、所有者に対する助言・指導を行ってから、行政代執行によ

る解体に至るまで、どのくらいの期間がかかるのか？ 

12 
空き家の所有者が独身で亡くなり、現在管理する者が居ない空き家に対してはどのように対

応していくのか？ 
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●頂いたご意見に対する市の考え 

 

今回策定しました空家等対策計画の運用にあたっては、所有者等に対する意識啓発を図るとと

もに、管理不全な空家等については、学識経験者、自治会等により構成される空家等対策協議会

と連携し、所有者等に対する指導・助言を行うなど、適正な対応を図ります。 

周辺に悪影響を及ぼすと考えられる空家等については、所有者に改善を促す対応を行ったうえ

で、改善が認められない場合において、法律に基づき、公共の福祉の増進や、地域住民の生活環

境保全などの立場から対応を図ります。 

空家等の代執行や略式代執行を行うに当たっては、所有者等の負担としております。またここ

に至るまでの期間は個々の対応状況に応じて異なります。 

 立ち入り調査等を行うに当たっては、原則として市によるパトロールや市民の皆様からの情報

に基づき現地や所有者等の調査を行うものとしております。 

 今後個別の案件等がございましたら、実態調査、所有者等の確認を行い（所有者が不明の場合

は相続人等の調査を行います）、対応を図ります。 

 また五條市では、空家等解体に伴う補助制度を設けることとしておりますので、こちらの活用

もご検討ください。 
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